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第 1 条（目的） この規程は、ホログラフィック・ディスプレイ研究会（以下「本会」とい

う）が発行する会報「HODIC Circular」、研究会予稿集、シンポジウム資料、および Web
サイト等に投稿・掲載される著作物（以下「本著作物」という）に関する著作権の取り扱い

を定める。 
 
第 2 条（著作権の帰属） 本会に投稿される本著作物に関する著作権（日本国著作権法第

27 条および第 28 条に規定する「翻訳権、翻案権等」「二次的著作物の利用に関する原著作

者の権利」を含むすべての権利）は、最終原稿が本会に投稿（引き渡し）された時点から、

原則として本会に帰属する。 
 2．特別な事情により前項の原則が適用できない場合（著作者が所属する組織の規程との兼

ね合い等）、著作者は投稿時にその旨を申し出るものとし、その場合の取り扱いは著作者と

本会との間で協議の上決定する。 
 3．本会に投稿されたものの、掲載されないことが決定した場合、本会は当該著作物の著作

権を著作者に返還する。 
 
第 3 条（著作者人格権の不行使） 著作者は、本会および本会が許諾する第三者による本著

作物の権利に対して、著作者人格権を行使しないものとする。 
2. ただし、著作者の名誉又は声望を著しく害する改変その他著作者人格権の趣旨に照らし

問題があるおそれがある場合には、別途協議するものとする。 
 
第 4 条（第三者への利用許諾） 第三者から本著作物の利用許諾要請があった場合、本会に

おいて審議し、適当と認めたものについて要請に応ずることができる。 
 
第 5 条（著作者による利用） 本会が著作権を有する本著作物について、著作者自身が利用

することに対し、本会は原則として異議を申し立てず、妨げない。 
 2．著作者が自身の著作物を利用する場合、出典として本会の出版物名を明記する必要があ

る。 
 3．会報「HODIC Circular」や研究会予稿等は、研究の途中成果や速報としての性質を持

つ場合があるため、著作者がそれらの内容を発展させ、他学会の論文誌等へ「最終成果」と

して投稿することに対して、本会は著作権保有を理由に異議申し立てを行わない。 
 4．著作者は、本著作物を自身の Web サイトや所属組織の Web サイト等に掲載すること

ができる。ただし、その際は出典および「著作権はホログラフィック・ディスプレイ研究会

に帰属する」旨の注意書きを明記することとする。 



 
第 6 条（著作権侵害および紛争処理） 本著作物に対して第三者による著作権侵害があっ

た場合、本会と著作者は協力して対応にあたるものとする。 
 2．本著作物が第三者の著作権その他の権利を侵害し問題が生じた場合、当該著作物の著作

者がその責任を負うものとする。 
 
第 7 条（免責） 本著作物の利用の結果として生じた損害について、本会は一切の責任を負

わない。 
 


